
産 業 建 設 委 員 会 記 録  
 

令和 5 年 3 月 17 日(金 ) 

                         11 時 57 分～ 11 時 59 分 

全 員 協 議 会 室 

【委 員】川上委員長、田畑副委員長 

沖田委員、串﨑委員、上野委員、布施委員、牛尾委員 

【委員外】肥後議員、大谷議員、三浦議員、小川議員、岡本議員、芦谷議員、 

永見議員、佐々木議員、西田議員 

【議長団】 

【執行部】砂川副市長 

（産業経済部）佐々木産業経済部長、大屋商工労働課長 

【事務局】大下書記 

 

議 題 

 

1 議案第31号 財産の無償貸付けについて（「道の駅」ゆうひパーク浜田）  
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【議事の経過】 

〔 11時  57分  開議 〕 

  

川上委員長  出席委員は7名で定足数に達しているので、直ちに委員会を開

催する。 

 

１．議案第31号 財産の無償貸付けについて（「道の駅」ゆうひパーク浜田） 

川上委員長  委員長報告を作成している。内容について質疑等あればお願

いする。なお、この議案に対して委員会から二つの意見をつけ

たい。 

 一つ目、施設が休館にならないよう経営者と定期的な調整・

協議を行われたい。 

 二つ目、経営者のみならず従業員も含めて経営改善に臨まれ

たい。 

 以上二つの意見をつけるが、いかがか。 

沖田委員  前の委員長報告の最後に、ゆうひパークの経営者を呼んで十

分な説明を受け、3年間任せることを理解したので、質疑もなく

全会一致で可決したというくだりがある。その上でまたこれを

出すのか。 

川上委員長  前回は無償貸付けの話は出ていなかった。今回の無償貸付け

についてはこのような意見を付す形にさせてほしい。 

布施委員  今日の時点で無償貸付けについて追加で提案されたから委員

会を開いた。社長を呼んで意見交換をしたのは、あくまでも委

員会活動の一環でゆうひパークについて理解を深めるためだっ

た。 

 今回の追加提案についてはこの対応でよい。 

沖田委員  3年間という説明を受けたくだりもある。そもそも私は意見を

つける必要はない考えである。決を採ってほしい。 

川上委員長  承知した。このような形で委員長報告を行い、かつ二つの意

見を付すことに関して賛成の方の挙手をお願いする。 

  《 賛成者挙手 》 

  賛成多数のため、このような形で委員長報告をさせていただ

く。 

 以上で産業建設委員会を終了する。 

 

 

〔 11時  59分  閉議 〕 

 

浜田市議会委員会条例第65条の規定により、ここに委員会記録を作成する。 

                 産業建設委員長  川上 幾雄  

 


